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１ 事務手続きの流れ 

 

 研    究    者 日  本  科  学  協  会 

渡
航
前 

        

     
決定通知書送付 

 

      

 
決定通知書受理 

     

      

        

 
覚書の提出 

     

      

     
覚書の受理 

 

      

        

渡
航
中 

        

 研究発表の実施 

（証拠書類の入手） 

     

      

        

渡
航
後 

        

 完了報告書の提出 
(研究集会終了後 10日以内) 

     

      

     完了報告書の確認 

助成金の確定 

 

      

        

     
確定通知書送付 

 

      

 
確定通知書受領 

     

      

    助成金の支払い 

(研究者の預金口座への振込) 

 

      

 
助成金の受領 
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２ 必要な手続きについて 

（１） 渡航前 

公益財団法人日本科学協会（以下「本会」という。）と海外発表促進助成

を受ける方（以下「研究者」という。）との間で、覚書（契約）を締結し

ます。覚書は、２部お送りするので、それぞれ記名・押印のうえ、１部

を、すみやかに本会へ返送してください。 

また、航空券や参加費の支払いをする際は、必ず領収書等を入手し、証

拠書類として原本を保管しておいてください。 

（２） 渡航中 

研究集会のプログラム、発表風景の写真*、（研究者が写っている）会場風

景の写真*、航空券の半券、領収書、両替票などの外為交換レート換算表

を入手してください。 *オンラインの場合は、スクリーンショット等 

（３） 渡航後 

完了報告書を２部（原本と写し）提出してください。完了報告書の書式

は、本会ウェブサイトからダウンロードしてください。 

３ 証拠書類（証憑）について 

下記の※がついた書類については、原本を提出してください。電子書類の場

合は印刷し、提出してください。 

（１） 航空賃 

半券※と、領収書※及び日時や行き先などが分かる明細等を提出してくだ

さい。 

（２） 宿泊費 

領収書※と、1 日毎の室料が分かる明細等を必ず提出してください。 

（３） 参加費 

主催学会側が発行した領収書※を提出してください。 

（４） 為替レートに係る書類 

外貨で支払いをした場合、換算レートが分かる書類を提出してください。

（クレジットカード明細、外為交換レート換算表〈両替票〉、外為対顧客

電信売相場（TTS）による外為交換レートなど） 

（５） プログラム 

研究者の氏名が記載されているものを提出してください。また、プログ

ラムが一部しか無い場合は、集会名や開催日、研究者の氏名が記載され

ているページをコピーして提出してください。 



3 

（６） その他 

クレジットカードの利用明細、銀行振込証明書や払込受領証を証拠書類

とする場合は、必ず日時や行き先・室料等、金額の内訳が確認できる領

収書明細などの書類を併せて提出してください。 

ホテルの部屋をシェアする場合は、会計報告（完了報告書の５ページ目）

において、その人数で割った金額を報告してください。 

所属機関が領収書等の原本を必要とする場合は、本会が原本を確認し押

印した後に返送します。（民間企業に勤務する研究者には返却できません

ので、注意してください。） 

４ 助成金額の確定及び支払いについて 

完了報告書をご提出いただいた後、本会で助成金額を確定しお知らせします。

助成金額は、決定通知書に記載する金額を上限とし、実費精算で確定します。

証拠書類（証憑）が提出できない経費や、申請と異なる旅程の経費は助成対象

外となる場合があるので、ご注意してください。 

助成金は、ご本人名義の指定銀行口座にお振り込みいたします。名義が異な

る場合は、助成者本人と同一であることが分かる書類等を合わせて提出してく

ださい。公的な書類でなくて構いません。 

５ その他 

（１） 完了後の照会 

助成金の確定後であっても、本会で必要があると認めたときは、研究発

表終了後一年に限り、発表の実施内容及び経費の使用状況について調査

させていただく場合があります。 

（２） 変更手続き 

所属機関・所属機関における職名・自宅住所などに変更があった場合、

すみやかに e-mailにて本会（josei@jss.or.jp）へご連絡してください。 

（３） 発表した論文について 

後日、別冊を本会まで郵送してください。ＰＤＦの場合は、e-mail に添

付していただいても構いません。 

（４） 本助成に関する英文名称 

発表資料等に本助成について記載する際は、以下の英文名称をご使用し

てください。 

・海外発表促進助成：Sasakawa Grants for Science Fellows（ＳＧＳＦ） 

・公益財団法人 日本科学協会：THE JAPAN SCIENCE SOCIETY 


